
議案第６３号  

 

 平成２７年度瑞穂町一般会計歳入歳出決算認定について  

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定

により、平成２７年度瑞穂町一般会計歳入歳出決算を別紙監査委員

の意見書を付して議会の認定に付します。  

 

  平成２８年９月１日  

 

          提出者   瑞穂町長    石  塚  幸右衛門  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



平成２７年度瑞穂町一般会計歳入歳出決算等審査意見書 

 

 地方自治法第２３３条第２項及び同法第２４１条第５項の規定により、平

成２７年度瑞穂町一般会計歳入歳出決算、基金運用状況を審査した結果、そ

の意見は次のとおりである。 

 

１ 審査対象 

 平成２７年度瑞穂町一般会計歳入歳出決算及び基金運用状況 

 

２ 審査期日 

 平成２８年７月２７日（水）・２８日（木）・２９日（金） 

 

３ 審査の手続 

 審査にあたっては、町長より提出された歳入歳出決算書、歳入歳出決算事

項別明細書、実質収支に関する調書、財産に関する調書について、計数に過

誤はないか、財政運営は健全か、予算執行は関係法令に従って効率的になさ

れているか等に着眼し、それぞれの関係帳簿及び証書類との照合のほか、必

要と認める審査の手続きにより審査を実施した。 

 

４ 審査の結果 

 審査に付された決算書類及び基金の運用状況を示す書類は、地方自治法、

会計諸規則等、法令に準じて作成されており、決算計数も関係帳簿、証書類

との照合をした結果、符合し、基金の運用状況とも正確で、内容も適正であ

ることを確認した。 

 

５ 決算の概要と総括意見 

 決算の状況は、決算書で示すように、歳入総額１３４億１，８７４万６，

９８０円、歳出総額１３０億９，１８３万４，５０７円で、歳入歳出差引残

額３億２，６９１万２，４７３円となり、翌年度へ繰り越す財源となってい

る。 

 なお、平成２７年度は継続費逓次繰越額が９６８万６，０００円、繰越明

許費繰越額が５，８５３万７，０００円生じたため、実質繰り越す財源は２

億５，８６８万９，４７３円となる。 

 歳入の状況は、収入済額が１３４億１，８７４万６，９８０円で、前年度

と比較すると４．２９％、金額にして６億２０５万９，１５７円の減であり、

調定額１３６億９，４２９万９，９５７円に対する収入率は、９７．９９％

である。 

 収入済額全体の４９．９５％を占める町税の収納率は９６．０９％で、前



年度の９５．４８％より０．６１ポイントの増である。 

町税の不納欠損額は５，５６１万４７２円で、前年度と比較すると３３．

８４％の増である。今後も、滞納者に対しては、税負担の公平性の確保から

適正な滞納処分を行うとともに、新規滞納者の発生防止に努められたい。 

また、収入未済額は２億２，５４５万８，６８５円で、前年度と比較する

と１８．４３％の減である。町税は、町の大きな財源であるため、今後も積

極的な納税指導や口座振替の推進、コンビニエンスストアでの納付等納税環

境をさらに強化し、収入未済の解消に向け、なお一層の努力を望む。 

歳出の状況は、支出済額が１３０億９，１８３万４，５０７円で、前年度

と比較すると４．６８％、金額にして６億４，２１４万４，６９６円の減で

ある。本年度の予算現額に対する執行率は９７．４９％で、翌年度繰越額が

７，５８７万３，０００円生じたので、不用額は２億６，０６９万６，４８

２円である。 

 決算額に占めるおもな科目の割合と事業内容は、民生費が全体の３６．４

０％を占め、社会福祉費では心身障害者福祉手当、介護給付費・訓練等給付

費、国民健康保険特別会計繰出金、介護保険特別会計繰出金、後期高齢者医

療特別会計繰出金及び臨時福祉給付金等、児童福祉費では保育園児童運営委

託料、町立保育園２園の指定管理者委託料、児童手当等がおもなものである。 

 次に総務費が１４．５５％を占め、総務管理費では、給料、職員手当等、

共済費の人件費、各基金積立金等がおもなものである。 

次に土木費が１３．９２％を占め、道路橋りょう費では道路維持補修等委

託料、改修工事、舗装工事、交通安全施設設置工事等がおもなもので、都市

計画費では、殿ヶ谷土地区画整理組合助成金、駅西土地区画整理事業特別会

計繰出金、下水道事業特別会計繰出金、公園管理委託料等がおもなものであ

る。 

次に、教育費が１２．９９％を占め、教育総務費では、羽村・瑞穂地区学

校給食組合負担金、臨時雇賃金、小学校費では、四小除湿温度保持機能復旧

工事及び一小校庭芝生化工事、社会教育費では、郷土資料館及び耕心館の指

定管理者委託料等がおもなものである。 

 以下、衛生費１０．７９％、消防費５．６２％、公債費３．０９％の順で

ある。 

 

 

 

 

 

 

 



 以上が決算の概要であるが、平成２７年度の決算は、財源の確保が厳しい

財政状況の中、健全財政を維持し、事業の推進にあたっては、合理的かつ効

率的な行財政運営が行われたものと認められる。特に、小・中学校７校のう

ち５校目となった一小の校庭芝生化工事は、従前通り都の補助金対象事業で

あるが、１００％充当できた点は大変評価できる。今後も、将来を担う子ど

もたちのために、教育環境の整備とともに、フューチャースクール等学力向

上に向けた教育施策も、引き続き実施していくことを望む。 

 また、「みずほ・きらめき回廊」の拠点施設として、約８，６８０万円を

かけ、さやま花多来里の郷の整備を行った。この事業においても、防衛省か

らの交付金を受けて整備されたこと、そして、平成２８年３月中旬のリニュ

ーアルオープン以後、約１万５千人もの方が来場され、町の自然に触れてい

ただいたことは高く評価できる。今後も、一新された郷土資料館や歴史ある

耕心館のメリットを組み合わせ、より一層、町内外からの集客に重点を置い

た施策を講ずることを望む。 

そして、新庁舎建設に関しては、引き続き、住民サービスの向上につなが

る公共施設にしていくために、適正な建設計画と資金計画のもと早期の実現

を望む。 

 最後に「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」における健全化判断

比率の報告を７月２５日に受けたため、７月２９日の決算審査終了後、健全

化判断比率とその算定基礎事項について審査した結果、各指標の算出基礎資

料は適正に作成され、算出過程にも誤りがなく、全ての指標を分析した結果、

健全な財政運営が行われたものと認められる。 

 今後も、社会経済情勢や行政需要の変化へ対応することが望まれる。また、

公共施設管理運営は、計画的な観点による管理運営を求める。 

引き続き町民の期待と信頼に応えられる健全な行財政運営の推進を望む。 

 

平成２８年８月５日 

 

 

  瑞穂町長 石塚 幸右衛門 様 

 

               瑞穂町監査委員  原 島 茂 樹 

 

                  同     石 川   修 



瑞企企発第１４４９号 

平成２８年９月１日 

 

瑞穂町議会 

議長 髙水 永雄  様 

 

瑞穂町長  石 塚 幸右衛門 

 

 

健全化判断比率報告書 

 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定により、平成２７年

度決算における健全化判断比率を下記のとおり報告します。 

 

記 

 

（単位：％） 

 

実質赤字比率 

 

連結実質赤字比率 

 

実質公債費比率 

 

将来負担比率 

 

－ 

（１４．０６） 

 

－ 

（１９．０６） 

 

－０．９ 

（２５．０） 

 

－ 

（３５０．０） 

 

備考：１ 括弧内は、瑞穂町における早期健全化基準（％）です。 

   ２ 本表中、実質赤字比率、連結実質赤字比率及び将来負担比率は、マイナスの数値の

ため、「－」表示となっています。 

     参考数値として上記３比率の数値は、以下のとおりです。 

      実 質 赤 字 比 率：－ ４．７５％ 

      連結実質赤字比率 ：－ ６．１１％ 

      将 来 負 担 比 率：－ ７６．１％ 


